
 

住民税非課税世帯に対する 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（７万円/１世帯）のご案内 
 

 

 令和５年度の住民税の課税状況に基づき、住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支援給付金が支払われますが、世帯の中に所得の不明な方がいます。 

住民税非課税世帯に該当し給付を希望される方は、下記申請書に記入いただき、同封
の返信用封筒により「申請書」をご返送ください。 
 

【申請方法】 

  郵送申請（提出書類を同封の返信用封筒により返送すること）により行います。 

 

 【申請受付期限】 

   令和６年３月１５日（金） 

 

【申請書記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．現住所と令和 5 年 1 月 1 日時点の住所 

が異なる方は、その時点の住所を記入し 

てください。 

２．該当するものに✓（チェック）を記入 

してください。（いずれかに✓） 

３．振込みを希望される口座の情報を 

記入してください。 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給付金の支払い】 

・申請書に記載された指定口座への振り込みによりお支払いします。 

・指定口座への振り込みには３～４週間程度要しますので予めご了承ください。 

※書類の不足や口座番号等の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。 

 

 

お問い合わせ先 

        〒520-1592 高島市新旭町北畑 565 番地 

     高島市役所 健康福祉部 社会福祉課 重点支援給付金担当 

         電話 0740-25-8535  (土･日･祝日を除く 8：30～17：15) 

 

４．内容を確認し、✓（チェック）を 

記入してください。 

５．提出書類に漏れがないか確認し、 

✓（チェック）を記入してください。 

６．記入日および名前を記入してくだ

さい。 


